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令和　 年度2 美浜町 決算
報告

の

　9月1日に開会された令和3年第5回町議会定例

会で令和2年度の決算が認定されました。

　今月号では、令和2年度に皆さんから納められた

税金や、国または県からの収入がどのように使わ

れたのかを報告します。

町には、お金を出し入れするために3つの財布があります。

美浜町の3つの財布

③ 企業会計
　一般の会社と同じ会計方式をとる財布です。現在、町には1つだけ｢上水

道事業会計｣という会計があります。(4頁)

② 特別会計
　特定の事業を行うために必要なお金を出し入れする財布です。この財布

の中は、10個に仕切られており｢診療所事業｣や｢国民健康保険事業｣等があ

ります。(4頁)

① 一般会計
　町の基本的な行政サービスを行うために必要なお金を出し入れする財布

で、通常はこの財布にお金を入れたり、そこから払ったりしています。(2～3頁)

歳　　入歳　　出

自主財源　39.9％

依存財源　60.1％

歳入
113億
6,775万円
(+16.3%)

歳出
106億
4,519万円
(+18.0％ )

名　称 金　額 対前年比

町民税
個 人 4億6,894万円 －2.5%

法 人 2億1,620万円 ＋27.0%

小　計 6億8,514万円 ＋5.2%

固定資産税 20億326万円 －1.2%

軽自動車税 3,686万円 ＋7.2%

たばこ税 6,761万円 －2.4％

入 湯 税 218万円 ＋62.5%

合　計 27億9,505万円 ＋0.4%

 町税の内訳

①町税
27億
9,505万円

(+0.4％ )

※ (　) は対前年比

②分担金及び負担金　7,278万円 (-28.3％ )

③使用料及び手数料　8,351万円 (-9.7％ )

④寄附金　1億 8,431万円 (+46.1％ )

⑤繰入金　3億 3,858万円 (-39.0％ )

⑥諸収入　2億 6,455万円 (+10.4％ )

⑦その他　8億 174万円 (+41.1％ )

⑧地方譲与税　6,043万円 (+6.7％ )

⑨各種税交付金　2億4,830万円 (+24.0％ )

⑫国庫支出金
　31億
　885万円

(+65.6％ )

⑩その他交付金　1,041万円 (-75.0％ )

⑪地方交付税
10億 4,671万円 (+10.2％ )

⑬県支出金
　15億
　4,375万円
(-10.4％ )

⑭町債 8億 878万円 (+76.6％ )

※ (　) は対前年比

①議会費　9,171万円
(-3.3％ )

②総務費
31億 8,761万円

(+64.9％ )

③民生費
　14億
　9,125万円
(-22.0％ )

④衛生費
13億
3,519万円
(+16.8％ )

⑤労働費　3,557万円 (-7.5％ )
⑥農林水産業費
　7億 7,385万円 (+22.9％ )

⑦商工費
　3億 2,490万円 (-52.2％ )

⑧土木費
　12億
　8,779万円 (+47.5％ )

⑨消防費
　7億
　4,614万円 (+44.0％ )

⑩教育費
　9億 6,428万円 (+17.9％ )

⑪公債費
　4億 690万円 (+6.8％ )

用 明説語

① 町税･･･町民税、固定資産税、軽自動車税等、町
に納められる税金

⑧ 地方譲与税･･･地方揮発油譲与税、自動車重量譲
与税、森林環境譲与税、地方道路譲与税

⑨ 各種税交付金･･･利子割交付金、配当割交付金、
株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、自
動車取得税交付金、環境性能割交付金

⑩ その他交付金･･･地方特例交付金、交通安全対策
特別交付金

⑪ 地方交付税･･･地方公共団体が一定水準の行政サー
ビスを提供できるよう、財政状況に応じて国から交
付されるお金

② 分担金及び負担金･･･一定の事業により特別な利
益を受ける者からその事業に要する経費の全部ま
たは一部を受益に応じて徴収するお金

③使用料及び手数料
　使用料･･･総合体育館等、公の施設の使用料等
　手数料･･･税の証明や住民票の交付等の手数料

⑫ 国庫支出金･･･国が公益性を認め、その事業を実
施するために国から交付されるお金

⑬ 県支出金･･･市町村の特定の事業等の経費に対し
て県から交付されるお金

⑤ 繰入金･･･一般会計･特別会計･基金等の会計間で
相互に資金運用するお金

⑥ 諸収入･･･ほかの収入科目に含まれない収入で、
延滞金や預金利子、雑入等

⑭町債･･･各事業を行うために町が借り入れるお金

⑦その他･･･財産収入、繰越金

①議会費･･･議会活動にかかる経費

② 総務費･･･自治振興、広報、戸籍、統計、選挙等
にかかる経費

③ 民生費･･･児童福祉･障がい者への福祉サービスや
老人福祉の増進、保育園の管理･運営にかかる経費

④ 衛生費･･･保健衛生、ごみ処理等、衛生的な生活
のためにかかる経費

⑤労働費･･･労働者への貸付等にかかる経費

⑥ 農林水産業費･･･農林水産業の施設整備･振興や農
業委員会の運営にかかる経費

⑦ 商工費･･･中小企業の振興育成･雇用促進、観光振
興にかかる経費

⑧ 土木費･･･道路･橋･河川･町営住宅の管理や都市計
画にかかる経費

⑨消防費･･･消防署や水防･防災対策にかかる経費

⑩ 教育費･･･小中学校の管理･運営、体育施設の管理
運営、社会教育、学校給食にかかる経費

歳　入

歳　出

④寄附金･･･個人･団体から贈与されたお金

⑪ 公債費･･･地方債の元金及び利子の支払いにかか
る経費

町民 1人あたりに使われたお金
(令和3年 3月 31日時点の人口9,176人で計算 ) 約116万円
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町民 1人あたりに使われたお金
(令和3年 3月 31日時点の人口9,176人で計算 )
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会計 内容 歳入 歳出 差引額

診療所事業 東部診療所と丹生診療所を運営する
ための会計 1億1,206万円 1億1,202万円 4万円

国民健康保険事業 自営業の方や退職者等の医療費等を
給付するための会計 12億8,322万円 11億8,219万円 1億103万円

後期高齢者医療事業 75歳以上の高齢者等の保険料を収納･
納付するための会計 1億3,335万円 1億3,214万円 121万円

介護保険事業 介護保険の給付や高齢者の生活支援
等を行うための会計 12億4,255万円 11億2,830万円 1億1,425万円

簡易水道事業 簡易水道施設の整備･管理を行うた
めの会計 3億1,365万円 2億9,646万円 1,719万円

集落排水処理事業 集落排水処理施設の整備･管理を行
うための会計 1億8,405万円 1億8,379万円 26万円

公共下水道事業 公共下水道施設の整備･管理を行う
ための会計 5億7,819万円 5億7,795万円 24万円

産業団地事業 産業団地の整備等を行うための会計 2億3,294万円 2億3,294万円 0円

住宅団地事業 住宅団地の整備や分譲促進を行うた
めの会計 1億4,036万円 1,694万円 1億2,342万円

道路用地取得事業 国道27号交通安全事業にかかる道路
用地取得を行うための会計 3億9,060万円 3億7,224万円 1,836万円

企業会計
企業会計は法律で設置が義務付けられている会計で、美浜町は、地方公営企業
法の「水道の給水人口が5,000人を超える自治体」に該当するため、上水道施
設の整備 ･管理を行う上水道事業会計を設けています。

会計 収入 支出 差引額

上水道事業
収益的収支(水道料等での収支) 1億5,755万円 1億4,432万円 1,323万円

資本的収支(施設建設等の収支) 8,327万円 1億2,941万円 －4,614万円(※1)

(※1) 資本的収支で不足した4,614万円は、将来、施設改修等のために保有している資金で補てんしました。

特別会計
特別会計とは、特定の事業を行うために一般会計とは別に設けられている会計
のことで、それぞれの会計が独自で収入 ･支出の経理をしています。町の特別
会計は全部で10会計で、それぞれの決算額は次のとおりです。

■令和2年度の主な事業

　美浜町地域づくり拠点化施設 ( 道の駅はまびより )
の整備を行うため、事業用地の取得、造成工事等の実
施設計、民間事業者による設計提案等に対するモニタ
リング業務を行いました。
　また、JR 美浜駅前広場の整備を行うため、事業用
地の取得、測量及び実施設計を行いました。

■美浜町スマートコンパクトシティ魅力創造拠点化事業
6億1,244万円[事業費] 

はまびよりイメージ図
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①実質赤字比率

②連結実質赤字比率

③実質公債費比率

④将来負担比率

⑤資金不足比率
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①実質赤字比率
　一般会計等 ( 美浜町では一般会計、診療所事業、道路用地取得事業 )
の赤字から財政運営の深刻度をみる比率。美浜町では、一般会計等決算
の実質収支 (※ 2) が黒字となるため、比率は表記されません。

②連結実質赤字比率
　すべての会計の赤字から財政運営の深刻度をみる比率。美浜町では、
全会計の実質収支が黒字となるため、比率は表記されません。

③実質公債費比率
　借金の返済負担の重さを示す比率。

④将来負担比率
　町が抱える負債の残額から将来財政への圧迫をみる比率。

⑤資金不足比率
　公営企業会計の資金不足額から経営状況の深刻度をみる比率。美浜町
では、6会計とも資金不足がないため、比率は表記されません。

(※ 2) 歳入総額から歳出総額を差し引き、更に、次年度に繰り越して行う事業に必要な財源を差し引いたもの。

美浜町の値

名称 交付金額 事業名 概要

電源立地地域
対策交付金 9億1,395万円

 ･公共施設等維持運営事業
 ･保育園運営事業
 ･ すくすく美浜っ子
　サポート事業　　　等

 町内公共施設の職員人件費や光熱水費、
 管理委託料、保育園の職員人件費、子ど
 もの医療費助成等に活用しました。

原子力発電施設等
立地地域基盤整備
支援事業交付金

3億9,238万円
 ･簡易水道事業
 ･ 給食センター施設設備
　更新事業　　　　　等

 老朽化した配水管敷設替工事や上水道事
 業への統合に向けた配水管の敷設工事、
 給食センターの炊飯ラインシステムの更
 新工事等を行いました。

広報･調査等
交付金 　  1,423万円

 ･原子力関連広報事業
 ･原子力関連調査事業

  原子力関連の広報誌等の発行や広報番組
 の放送、掲示板等の維持管理、町原子力
 環境安全監視委員会の開催、美浜発電所
 の視察調査や情報収集等を行いました。

電池推進実証船

　北陸新幹線敦賀開業に向け、再生可能エネルギーを
活用した新たな遊覧船を就航させるため、電池推進実
証船を建造し、三方五湖において安全性や耐久性、性
能等を確認する実証実験を行いました。
　また、遊覧船の発着施設の整備に向け、新美浜町レー
クセンター ( 仮称 ) の建設に向けた実施設計等を行い
ました。

■三方五湖ゾーン整備事業
1億651万円[事業費] 

新美浜町レークセンター (仮称 ) イメージ図

原子力発電所の立地に伴う交付金の活用状況
　町には、原子力発電所が立地していることにより、国や県から ｢電源立地地域対策交付金 ｣や ｢原
子力発電施設等立地地域基盤整備支援事業交付金 ｣等が交付されています。町では、これらの交付金
を活用して次のような事業を実施しました。
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新型コロナウイルス感染症対策関連事業

空調設備の室外機

　庁舎空調設備及び照明設備等の改修工事 (庁舎南側
系統 )を行いました。従来設置されていた機器よりも
消費電力が少ない設備の導入や、消費電力を管理する
装置を導入したことにより、快適な庁内環境と地球温
暖化対策に配慮した設備更新を行いました。

■庁舎改修事業
2億1,824万円[事業費] 

　町内小中学校において、1人 1台の学習用端末 (タ
ブレット端末 )等と高速大容量の通信ネットワークを
一体的に整備しました。

■GIGAスクール整備事業
[事業費] 7,992万円

GIGAスクール

　県があっせんするマスクを町が一括購入し、全戸に
配布しました。職員が手渡しでマスクを配布したこと
で、外出規制等の不安解消に寄与すると共に、マスク
不足の解消による新型コロナウイルスの感染拡大防止
を図りました。

■マスク全戸配布事業
[事業費] 1,882万円

◎感染予防対策

マスクを手渡す職員

　万が一、原子力発電所で事故が発生して環境中へ
放射性物質が放出された際に、要配慮者や住民等が
その場に留まらざるを得ない場合に備え、美浜中央
小学校 (河原市 )に放射線防護対策を実施しました。
　また、当該施設での屋内退避に必要となる備蓄品
や資機材を配備しました。

■要配慮者等屋内退避施設整備事業
2億9,223万円[事業費] 

美浜中央小学校ドームテント (河原市 )

← 外気を浄化して取
り入れるための
フィルトリング装置

　総合運動公園内 ｢にじいろパーク ｣に、児童向けの
大型遊具 ｢ふわふわドーム ｣や大人も利用可能な健康
器具等を設置し、幼児から高齢者までの幅広い世代が
交流できる拠点として再整備しました。

■総合運動公園魅力度アップ再整備事業
5,317万円[事業費] 

児童向け大型遊具 ｢ふわふわドーム ｣

　新規就農者の確保・育成を図るため、研修施設や研
修用ハウスの整備を行いました。
　また、研修に必要となる備品を購入し、研修環境の
整備を行いました。

■農業人材育成拠点整備事業
1億9,255万円[事業費] 

美浜町農業人材育成拠点研修施設 研修棟美浜町農業人材育成拠点研修施設 研修用ハウス

◎経済支援対策

　福井県経営安定資金 (新型コロナ対策分 )を受けた町
内中小事業者を対象に、町が全額利子補給を行いました。
　また、次年度以降も継続して利子補給を行うため、
基金を造成しました。

■福井県経営安定資金への利子補給事業

[事業費] 5,826万円

　新型コロナウイルス感染拡大に伴い、観光需要が低
迷する中、危機的状況を乗り越え、更には回復期を見
据えた前向きな取り組みを行う町内観光事業者の支援
を行いました。

■美し美浜の観光を支えるがんばる美浜人応援事業
[事業費] 1,214万円

　町民の生活支援や地域における消費の喚起、下支
えをすることを目的に、町内の店舗で利用可能な商
品券を発行しました。

■がんばる美浜人応援商品券発行事業
[事業費] 9,818万円

　町内への宿泊旅行を促進するため、県のふくい
deお泊りキャンペーン事業や国のGo To トラベル
事業の実施に合わせ、町内の宿泊施設を利用した方
に利用料金の一部を補助しました。

■｢美し美浜の宿｣お泊りキャンペーン事業
[事業費] 1,478万円

　町では、新型コロナウイルスの感染拡大防止や収益が落ち込む中小企業、更には
住民への支援として、次のような事業を実施しました。

　新型コロナウイルス感染症緊急経済対策の一環とし
て、迅速かつ的確に家計への支援を行うことを目的に、
世帯構成員1人につき10万円を給付しました。

■特別定額給付金事業
[事業費] 9億4,107万円

　新型コロナウイルス感染症の影響を受けた子育て世
帯を支援することを目的に、児童手当の受給世帯 (0歳
から中学生がいる世帯 ) に対し、臨時給付金を支給し
ました。

■子育て世帯への臨時特別給付金給付事業
[事業費] 1,235万円

　休校措置や登園の自粛要請により影響を受けた子育
て世帯に商品券を発行し、生活を応援すると共に、地
域における消費の喚起や下支えを行いました。

■子育て世帯応援事業
[事業費] 1,282万円

◎住民支援

　町内への帰省を自粛している町外在住の学生を応
援するため、町の特産品やマスク等を送付しました。

■ふるさと美浜｢あいあいＢＯＸ｣
[事業費] 98万円

帰省自粛中の学生に送付した ｢あいあいBOX｣
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マイナンバーカードの申請に
役場職員が出張します‼

　町では、役場職員が職場や公民館等に出張し、マイナンバーカード
の申請を受け付ける出張申請サービスを開始します。
　仕事が忙しくて申請する時間が作れない方や、個人での申請方法が
分からない方等は、この機会に出張申請をご利用ください。

メリット1

役場に行かなくても、

マイナンバーカード

の申請ができます。

メリット2

出張料・顔写真撮影

を無料で行います。

メリット3

オンラインでその場

での申請が可能です。

利用条件

条件1▶
美浜町内に事業所を有する企業及び町内で活動する各種団体・グループにおいて、5人以上の

申請が見込まれること。(半数以上が美浜町民であること )

条件 2▶ 申請団体において、会場の手配や申請者の取りまとめ、関係書類の配布、広報周知が行えること。

お問い合わせ先
町住民環境課(担当･石井) 　☎32‐6703

●マイナンバーカードに関する窓口開庁時間
平日▶  午前 8時 30分～午後5時 15分

　　　※ ご希望の方は、午後6時 30分まで

　　　　ご予約が可能です。(水曜日を除く )

平日▶  午前 8時 30分～午後5時 15分 土日祝日▶ 交付を希望される方は、下記問い

合わせ先までご連絡ください。

利用手順

① 企業・団体内で
申請希望者を
募集(5名以上)

② 町役場へ申請申
込書を提出し、日
程調整を実施

③ 指定場所に役場
職員が訪問し、
申請受付を実施

④ 申込団体の指定す
る場所へ町職員
が持参または、自
宅に郵送される
カードを受け取る

がんばる美浜町事業者応援支援金
新型コロナウイルス感染症で影響を受けた事業者の皆さんへ
　新型コロナウイルス感染症の感染拡大により、売り上げが大きく減少した町内事業者に対し、
県の支援金と併せ、事業継続のためのきめ細やかな支援金を支給します。

お問い合わせ先
町産業振興課(担当･大道) 　☎32‐6706

◆制度概要

対　象

令和3年 1月から 9月までのいずれか1か月の売り上げが、
前年または前々年の同じ月と比較して

50％以上減少 30％以上 50％未満減少

交付額

1事業者につき
1か月あたり 5万円
ただし、飲食・宿泊事業者は
1か月あたり 10万円

1事業者につき
1か月あたり 2万 5,000円

※最大6か月分まで

◆申請期限
令和4年1月31日 (月 )

◆対象事業者
町内に本社がある法人または

町内に事業所がある個人事業主

～注意事項～
　本事業は、福井県が実施している「中小企業者等事業継続支援金」の給付を受けてい

ることが条件となります。(申請期限：令和3年 12月 28日 ( 火 )）

　詳細は、県ホームページ (https://fukui-jigyo-keizoku.com/) をご確認ください。
福井県中小企業者等
事業継続支援金
ホームページ

◆申請方法
①または②のいずれかの方法で申請してください。

①申請書類を下記の宛先に ｢簡易書留等郵便物の追跡ができる方法 ｣で郵送してください。

宛先　〒919-1192

　　　福井県三方郡美浜町郷市25-25

　　　美浜町産業振興課　宛て

※令和4年 1月 31日 ( 月 ) の消印有効です。
※ 切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ず
　記載してください。
※送料は申請者側でご負担願います。

②申請書類を町産業振興課までご持参ください。

申請する月
(1月～9月のいずれかを記入) 4月 5月 6月 7月 8月 9月

① 令和3年の売上額【万円】 200 150 100 120 130 110

②
令和 2年の売上額【万円】 200 250

令和元年 (平成 31年 ) の
売上額【万円】 500 250 200 200

売上減少割合
(小数点以下切り捨て )

※計算式 (① / ② -1) × 100
△ 60％ △ 40％ △ 50％ △ 52％ △ 35％ △ 45％

支援金額 5万円 2万5,000円 5万円 5万円 2万5,000円 2万5,000円

申請する支援金の合計 22万 5,000円

申請例 (飲食・宿泊以外の事業者の場合 )

  申請書類は、町ホームページまたは町産業振興課・ 
  わかさ東商工会美浜支所窓口で入手できます。(                           )

※条件等によっては、ご希望に沿えない場合もあります。
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お問い合わせ先

町まちづくり推進課(担当･川畑) 　☎32‐6701

の運行ダイヤが変わりましたJR小浜線
10月2日(土)から

●ダイヤ改正による主な変更点
利用状況に合わせ、列車の本数が見直されました。(小浜線全体で8本の減便)

行先 敦賀発 東美浜発 美浜発 気山発 小浜発 東舞鶴着

東舞鶴行 － － － － 6:22 7:08

東舞鶴行 6:16 6:31 6:37 6:42 7:25 8:13

小浜行 6:50 7:05 7:12 7:17 7:56( 着 ) －

東舞鶴行 7:49 8:05 8:11 8:16 8:58 9:44

東舞鶴行 11:18 11:34 11:40 11:44 12:30 13:16

東舞鶴行 13:13 13:29 13:35 13:40 14:26 15:13

東舞鶴行 14:20 14:35 14:41 14:45 15:29 16:16

東舞鶴行 15:49 16:04 16:12 16:17 16:55 17:41

東舞鶴行 16:45 17:01 17:10 17:15 17:58 18:46

東舞鶴行 17:44 17:59 18:10 18:15 18:52 19:38

東舞鶴行 18:41 18:56 19:02 19:06 19:48 20:34

東舞鶴行 20:08 20:24 20:30 20:34 21:28 22:15
小浜行 21:35 21:51 21:58 22:03 22:41( 着 ) －

【敦賀発　⇒　小浜･東舞鶴行】 ※主な停車駅のみ記載

行先 東舞鶴発 小浜発 気山発 美浜発 東美浜発 敦賀着

敦賀行 － 5:10 5:46 5:50 5:56 6:12

敦賀行 5:34 6:28 7:07 7:12 7:18 7:34

敦賀行 6:29 7:28 8:06 8:11 8:17 8:32

敦賀行 7:15 8:06 8:43 8:47 8:53 9:09

敦賀行 8:44 9:34 10:11 10:16 10:22 10:37

敦賀行 11:06 11:57 12:33 12:38 12:44 13:00

敦賀行 13:37 14:28 15:07 15:12 15:18 15:33

敦賀行 ― 15:30 16:08 16:12 16:19 16:35

敦賀行 15:35 16:28 17:05 17:11 17:17 17:34

敦賀行 16:42 17:30 18:06 18:11 18:17 18:34

敦賀行 18:04 18:53 19:30 19:35 19:41 19:56

敦賀行 18:59 20:17 20:57 21:02 21:08 21:23

小浜行 20:36 21:22( 着 ) ー ー ー ー

【東舞鶴･小浜発　⇒　敦賀行】 ※主な停車駅のみ記載

新しい時刻表は
こちら

猿バスター活動支援事業補助金

お問い合わせ先
町産業振興課(担当･浅妻知明) 　☎32‐6706

◆対象団体
区、自治会 (5名以上 )で結成する「猿バスター隊」

◆補助内容
補助率▶3分の 2

補助限度額▶50,000円／ 1団体

サルの被害は、集落で協力し対策することが効果的です。サルの被害を
防止するには、以下の対策を組み合わせて実践することが重要です。

①集落内をサルの餌場にしない！
未収穫の果樹や生ごみを外に放置しない。

稲の二番穂はサルの餌になるため、秋おこし等をする。

電気柵や上部まで覆ったネット柵等を設置する。

柵の設置後は柵の下や継ぎ目等に隙間ができていないか定期的に点検する。

未収穫の果樹や生ごみを外に放置しない。

稲の二番穂はサルの餌になるため、秋おこし等をする。

電気柵や上部まで覆ったネット柵等を設置する。

柵の設置後は柵の下や継ぎ目等に隙間ができていないか定期的に点検する。

②集落に出没するサルを追い払う！
サルの追い払い資機材を常に準備しておき、サルの出現に備える。

集落内でサルを見かけたら、誰でも、いつでも、追い払う体制を整える。

サルの追い払い資機材を常に準備しておき、サルの出現に備える。

集落内でサルを見かけたら、誰でも、いつでも、追い払う体制を整える。

※資機材の購入については、町があっせんします。
※資機材とは別にベストや帽子、手袋を町から支給します。

◆補助対象経費
サル被害対策活動に使用する資機材の購入に係る経費

例≫エアガン、スリングショット、動物駆逐用花火等

◆申請方法
「猿バスター活動支援事業補助金交付申請書」に必要

事項を記入し、必要書類を添えて町産業振興課へ提出

してください。

<申請書の入手方法>

町産業振興課窓口もしくは、町ホームページからダウ

ンロードできます。

エアガン

スリングショット

動物駆逐用花火

猿バスター活動支援事業補助金

◆集落で取り組むサル被害対策◆

　人口減少や自家用車の普及に伴い、小浜線の利用者は
年々減少しています。しかし、通勤や通学、日々の生活に
おいて、公共交通機関はなくてはならない存在です。
　大切な地域の移動手段である小浜線を守るため、普段の
生活に少しだけでも小浜線を取り入れてみましょう。

東舞鶴 敦賀

　近年、サルによる農作物の被害が深刻化しているため、町では猟友会と連携し、
サルの捕獲等行っていますが、行政による対策には限界があります。
　そこで、町では集落内で ｢猿バスター隊 ｣を結成し、サル被害対策活動を行う組
織に対し、資機材等の購入に係る費用の一部を支援します。

　サル被害対策は、サルに「集落に近
寄りたくない」と思わせることが大切
です。町の補助制度を利用し、大切に
育てた農作物等を守る
ため、集落で一致団結
してサル被害のない町
を目指しましょう。
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お問い合わせ先
町住民環境課　(担当･志賀) 　☎32‐6703

　広報みはま8月号でお知らせしましたとおり、令和4年 4月 1
日から敦賀市とごみの共同処理を行うことになっています。
　8月号ではごみ分別の変更についてお知らせしましたが、今号
では、敦賀市清掃センターへの直接持ち込みについてお知らせし
ます。

美浜発電所の状況について
美浜1号機 廃止措置中(平成29年4月19日～)

美浜2号機 廃止措置中(平成29年4月19日～)

美浜3号機 運転中(令和3年7月27日～)

敦賀市
　　　共同処理

との一般廃棄物

について

　 敦賀市清掃センター 【参考】エコクル美方

受入可能

時間

・平日　午前8時30分～午後4時30分

・土日祝日振替休日　午前8時30分～正午

・12月29日、30日　午前8時30分～午後3時

・平日　午前8時30分～午後4時

・第2・第4日曜日　午前8時30分～正午

・祝日　午前8時30分～午後4時

・12月29日、30日　午前8時30分～正午

休業日

・第3日曜日

・5月 3日～ 5日

・12月 31日～ 1月 3日

・土曜日

・第2・第 4日曜日以外の日曜日

・12月 31日～ 1月 3日

持込

手数料

◆家庭ごみ (家庭生活から出るごみの手数料 )

・埋立ごみ (陶器・ガラス・刃物類等 ) 以外

　350kg 未満の場合　50kg につき100円

　350kg 以上の場合　50kg につき200円

（例）50kg:100円、60kg:200円、

　　 340kg:700円、350kg:1,400 円

・埋立ごみ　　　

　350kg 未満の場合　50kg につき 50円

　350kg 以上の場合　50kg につき100円

（例）50kg:50 円、60kg:100円、

　　 340kg:350円、350kg:700円

◆家庭ごみ

・粗大ごみ以外

　10㎏につき20円

・粗大ごみ (瓦、コンクリート片含む )

　10㎏につき100円

＜加算料金＞

・スプリングマット等

　1枚 500円

・瓦、コンクリート片

　10㎏につき100円

◆ 事業系ごみ (営利・非営利を問わず事業活

　動や社会活動等家庭生活以外から出るごみ )

・埋立ごみ以外　50kg につき200円

・埋立ごみ　　　50kg につき100円

◆事業系ごみ

・燃えるごみ　10㎏につき60円

・燃えるごみ以外　10㎏につき100円

住所

連絡先

〒914-0821　敦賀市櫛川88-1-2

電話 21-1153 　FAX21-1155

〒919-1336　若狭町向笠128-13-1

電話 45-2300　 FAX45-1573

※ 施設へ直接持ち込む際には、荷下ろしがスムーズに行えるように、分別してからお持ち込みください。また、大量に持ち
込む場合は、搬入量やごみの種類等を事前に施設へご連絡いただきますようお願いします。

敦賀市清掃センターへの直接持ち込みについて 関
西
電
力
㈱
美
浜
発
電
所
3
号
機
の

　
　
　
事
故
を
想
定
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た
原
子
力
防
災
訓
練
が
実
施
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【町での訓練内容】
① 町職員参集及び町原子力災害対策本部・町現地災害対策本部運営訓練【29日（金）、30日（土）】
　▶ 警戒事態から全面緊急事態、放射性物質放出に至るまでの災害対策本部会議等の開催

　▶ 美浜オフサイトセンター、関西電力㈱、県（国）とのTV会議等による情報共有等を実施

②住民への情報伝達訓練【29日（金）、30日（土）】
　▶ 屋外スピーカー、戸別受信機、ホームページ、防災アプリ、

　　行政チャンネル、メール等を使用した広報訓練を実施

③保育園や学校での引渡し訓練等【29日（金）、30日(土)】
　▶警戒事態における保護者への引渡訓練を実施

④屋内退避訓練【30日（土）】
　▶ 町原子力災害対策本部からの屋内退避指示により、自宅等において屋内退避訓練を実施

⑤広域避難訓練【30日（土）】
　▶ PAZ圏（丹生、竹波、菅浜）、UPZ圏（耳地区）住民の広域避難（おおい町）を実施

　※ 東地区（丹生、竹波、菅浜を除く）、西郷地区の方は広域避難を行わず屋内退避訓練を継続

⑥消防団活動訓練【30日（土）】
　▶ 地元消防団による区民への避難の呼びかけ、一時集合施設への誘導、区内の見回りを実施

【実施日】 令和3年10月29日(金)・30日(土)

【対象発電所】 関西電力㈱　美浜発電所3号機

【参加機関】 国、福井県、滋賀県、岐阜県、美浜
発電所30㎞圏内の県内市町(7市
町)、自衛隊、消防、電力事業者等

【訓練想定】 美浜発電所が地震により外部電
源を喪失。その後、3号機におい
て事故等が進展し、放射性物質が
施設外に放出される事態を想定。

防護措置（屋内退避・避難等）の実施基準防護措置（屋内退避・避難等）の実施基準
　防護措置の実施基準は、万が一、原子力発電所で事故が発生した場合に、速やかに屋内退避や避難等の判断・
指示ができるようにあらかじめ設定されています。
　具体的な防護措置実施の判断は、原子力規制委員会が行い、国の災害対策本部が指示し、それを受けて町の
災害対策本部が住民の皆さんにお知らせします。

※1 施設敷地緊急事態要避難者…避難行動に通常以上の時間を要し、かつ避難により健康リスクが高まらない要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児、妊産婦、傷病者等）
※2 避難…空間の放射線量が高い、または、高くなるおそれのある地点から速やかに離れるために緊急で実施する防護措置
※3 一時移転…避難が必要な放射線量よりは低いが、余計な被ばくを避けるために1週間以内にその地域から離れるために実施する防護措置

■ 警戒事態（第1段階）
 　その時点では放射線による環境への影響やそのおそ

れは緊急のものでないが、原子力施設における異常事象
の発生またはおそれがあるため、情報収集や防護措置の
準備を開始する必要がある段階

■ 施設敷地緊急事態（第2段階）
 　原子力施設において、環境に放射線による影響をもた

らす可能性があるため、原子力施設周辺（PAZ）におい
て、緊急時に備えた避難等の防護措置の準備を開始する
必要がある段階

■ 全面緊急事態（第3段階）
 　原子力施設において、環境に放射線による影響をもた

らす可能性が高いため、放射線によるリスクを低減する
観点から、迅速な防護措置を実施する必要がある段階

原子力
発電所

1時間あたり
500マイクロシーベルト以上で「避難」

放射性物質が放出される前に「避難」

1時間あたり
20マイクロシーベルト

以上で「一時移転」

1時間あたり
20マイクロシーベルト未満

の地域は「屋内退避」PAZ

UPZ

風向き

事態の進展

一般住民（情報収集）

住民
（情報収集）

空間線量率などを基準に防護措置を実施

施設敷地緊急事態要避難者※1

避難準備

住民
屋内退避準備

住民
屋内退避
避難準備

20マイクロシーベルト
毎時を超えた場合

地域生産物の摂取制限

一時移転※3

（1週間以内に）

500マイクロシーベルト
毎時を超えた場合

避難
（数時間から1日以内に）

一般住民
避難準備

安定ヨウ素剤の服用準備

一般住民
避難

安定ヨウ素剤の服用

施設敷地緊急事態要避難者
避難※2

原子力
発電所 PAZ

（～おおむね5km）
UPZ

（おおむね5～30km）
おおむね30km～
（避難先自治体）

〔第1段階〕
警戒事態

例：震度6弱以上の地震など
緊急時モニタリングの準備

〔第2段階〕
施設敷地緊急事態
例：全交流電源の喪失など

緊急時モニタリングを開始

〔第3段階〕
全面緊急事態

例：原子炉冷却機能の喪失など

施設外への放射性物質
の放出なし

施設外への放射性物質
の放出

●避難受け入れ準備開始

●避難準備への協力
●避難者の受け入れ

●避難準備への協力
●避難者の受け入れ

避難所

避難所

避難所スクリーニング
（避難所に着く前に実施）

基準値を
超えた場合
体表面除染

（出典：日本原子力文化財団HPを参考に作成）

原子力災害時に対策（防護措置）を実施する対象地域原子力災害時に対策（防護措置）を実施する対象地域
　原子力災害が発生した場合は、被ばくや汚
染を避けるために発電所の状況や放射性物質
の放出状況に応じて、屋内退避や避難等の防
護措置の準備及び実施をします。
　対象地域は、原子力発電所から半径おおむ
ね30km圏内とし、半径おおむね5km圏内
を「予防的防護措置を準備する区域（PAZ）」
とし、半径おおむね5 ～30km圏内を「緊急
防護措置を準備する区域（UPZ）」と設定して
います。

（注）関西電力㈱ 高浜発電所は、30km以遠であるため対象地域となりません。
※ 美浜発電所1・2号機については、運転を終了し、廃止措置工事が始まっており、核燃料が十分な期間冷却されたと原子力規制委員会により判断

されたことから、防護措置を実施する対象地域は、半径おおむね5㎞圏内（丹生・竹波・菅浜）とし、対象地域全域をUPZとして対応します。
※ 敦賀発電所1号機、ふげん、大飯発電所1・2号機については、半径30km圏内に位置していますが、美浜発電所1・2号機と同様に防護措置を実

施する対象地域が5km圏内となっているため、美浜町は対象地域となりません。

美浜町

小浜市
高浜町

若狭町

敦賀市

南越前町

池田町
越前市

越前町
鯖江市

福井市
永平寺町 勝山市

坂井市

あわら市

おおい町

大野市

岐阜県

滋賀県

揖斐川町

長浜市

高島市綾部市

舞鶴市

南丹市

京都府

《美浜発電所3号機の対象区域》

UPZ（30km）

PAZ（5km）

美浜発電所

PAZ
発電所から
半径おおむね
5km圏内

予防的防護措置を準備する区域
（PAZ：Precautionary Action Zone）

原子力発電所において、特定の事故事象が発生した時に、事故の急速な進展を想
定し、放射性物質が環境中に放出される前から、予防的な避難等を準備する区域

UPZ
発電所から
半径おおむね
5～30km圏内

緊急防護措置を準備する区域
（UPZ：Urgent Protective action Planning Zone）

原子力発電所で発生した事故が急速に進展する可能性等を踏まえ、緊急時に
おける判断及び防護措置の基準に基づき、屋内退避や避難等を準備する区域

県内の原子力発電所における対象地域

原子力施設 PAZ
 （半径おおむね5㎞圏内）

UPZ
（半径おおむね5 ～ 30㎞圏内）

丹生・竹波・菅浜

丹生・竹波

―

―

3地区を除く町内全域

2地区を除く町内全域

町内全域

町内全域

関西電力㈱美浜発電所3号機

日本原子力研究開発機構 高速増殖原型炉もんじゅ

日本原子力発電㈱敦賀発電所2号機

関西電力㈱大飯発電所3・4号機

美浜発電所の他にも30km圏内に位置する発電所に対しては、対策を実施する必要があります。

3 4

▼訓練対象範囲 (PAZ･UPZ圏 )

PAZ…発電所から半径おおむね5㎞圏内
UPZ…発電所から半径おおむね5～30㎞圏内

【広域避難訓練の概要】
■PAZ圏【丹生・竹波・菅浜地区】
　▶在宅要支援者…福祉車両でおおい町へ避難

　▶一般住民…バスやマイカー等でおおい町へ避難

■UPZ圏【耳地区】
　▶一般住民…屋内退避を実施した後、バスや

　　マイカー等でおおい町へ一時移転（避難）

　▶福祉施設入所者…屋内退避を実施した後、福祉車両でおおい町へ一時移転（避難）

お問い合わせ先
町エネルギー政策課　(担当･清水) 　☎32‐6716

↑避難イメージ

↑屋内退避イメージ

行政チャンネル
戸別受信機

屋外スピーカー

手洗い
うがい

窓を閉める
食品を覆う
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三方五湖をぐるっと一周できる路線バス ｢ゴコイチバス ｣を実験的に運行します！

【運行期間】
　令和3年11月3日(水･祝)～12月26日(日)　土日祝日限定で運行

　北陸新幹線敦賀開業に向けた実証実験として、三方五湖を一周
できる周遊バス(愛称:ゴコイチバス)を運行します。

【運行本数】　
　敦賀駅発着便▶3便/日(9:15発･12:25発･15:40発)
　美浜駅発着便▶6便/日(8:35発･10:20発･11:55発･13:45発･15:15発･16:45発)

※  新型コロナウイルスの感染状況により、運行を変更・中止する場合があります。ご利用の際は、福井鉄道嶺南営業所にご確認ください。

【運賃】　
　距離制運賃(バス停区間ごとに運賃を設定)
　2日間乗り放題乗車券有り(バス車内で購入可)

【その他】　
　ゴコイチバスは、目印としてバス前方とサイドに
　｢三方五湖ロゴマーク｣を大きく表示します。

【停車場所・運行経路】　
　敦賀駅⇒美浜駅⇒園芸LABOの丘⇒早瀬(早瀬橋横)⇒日向料金所(レインボーライン入口)
　⇒レインボーライン山頂公園⇒海山(レイククルーズ乗り場)⇒縄文ロマンパーク⇒三方駅⇒美浜駅⇒敦賀駅

どなたでも
　　ご利用いただけます。

※お問い合わせ先　三方五湖エリア全体協議会　県嶺南振興局(担当・堀田) 　　　☎0770‐56‐2212
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　町観光戦略課(担当・武田定幸)　 ☎32‐6705
　                          　   運行に関することは、福井鉄道嶺南営業所(☎22‐1317)まで　　　            　                          　   運行に関することは、福井鉄道嶺南営業所(☎22‐1317)まで　　　            

11月は児童虐待防止推進月間です！

　児童虐待はどの家庭でも起こる可能性があります。
虐待かもしれないと思ったら、ためらわずにご連絡ください。
連絡した人の秘密は守られます。
　 ▼町子ども ･子育てサポートセンター

  ☎ 32‐0192

　 ▼福井県児童相談24時間ダイヤル
　　   ☎ 0776‐24‐3654

～ 189(いちはやく)  ｢だれか｣じゃなくて ｢あなた｣から ～

　 ▼児童相談所全国共通ダイヤル ☎ 189

子ども虐待防止
オレンジリボン
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※お問い合わせ先　町エネルギー政策課 防災･原子力対策室(担当・田村) ☎32‐6716

実 施 日 時 情報伝達手段 放 送 内 容

11月5日(金)

午前10時頃

屋外スピーカー
戸別受信機
防災アプリ

行政ホームページ

 

防災情報伝達システムを用いた全国一斉の

注)当日は、美浜町以外の地域でも、全国一斉に伝達試験が実施されます。

緊急情報の伝達試験を実施します

<チャイム>

<チャイム>

｢これは試験配信です。緊急地震速報。大地震です。大地震です。｣(3回)
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に
、マ
ス
ク
を
し
て

い
な
い
方
へ
の
偏
見
や
差
別
を
な
く
す
た

め
、意
思
表
示
が
で
き
る
デ
ザ
イ
ン
を
作

成
し
ま
し
た
の
で
、ご
活
用
く
だ
さ
い
。

● 

対
　
象

　

身
体
的
理
由(

発
達
障
が
い
、
感
覚
過

敏
、脳
の
障
が
い
、皮
膚
や
呼
吸
器
の
病
気)

等
に
よ
り
マ
ス
ク
を
着
用
で
き
な
い
方

● 

活
用
方
法

　

県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
・

印
刷
し
、
切
り
抜
い
て
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

　
　

 

福
井
県
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
拡
大
防
止
対
策
チ
ー
ム

☎
０
７
７
６
‐
20
‐
０
７
０
３

問
● 

デ
ザ
イ
ン

▲意思表示デザイン

　

テ
ー
マ
は｢

く
ら
し
を
支
え
る
税｣

で

す
。
税
の
仕
組
み
や
役
割
、
使
い
道
等
を

考
え
、
税
に
対
す
る
理
解
を
一
層
深
め
ま

し
ょ
う
。

　

国
税
庁
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
やY

o
u
 

T
u
b
e

の
国
税
庁
動
画
チ
ャ
ン
ネ
ル
で

は
、
次
の
も
の
が
ご
覧
に
な
れ
ま
す
。

●  

ド
ラ
マ
仕
立
て
の
動
画
や
最
新
の
デ
ー

タ
等
を
基
に
、国
税
庁
の
仕
事
や
取
り
組

み
、税
の
役
割
等
を
紹
介
し
て
い
ま
す
。

11
月
11
日
〜
17
日
は

｢

税
を
考
え
る
週
間｣

で
す

　
　

敦
賀
税
務
署　

総
務
課

☎
22
‐
９
２
６
５

問 ●  

国
税
庁
レ
ポ
ー
ト
等
、
国
税
庁
の
1

年
間
の
活
動
や
そ
の
年
の
話
題
に
つ
い

て
、
統
計
資
料
等
を
交
え
な
が
ら
説
明

し
て
い
ま
す
。

美
浜
町
体
育
セ
ン
タ
ー
の
廃
止
及
び

貸
館
業
務
の
利
用
停
止
に
つ
い
て

　

美
浜
町
体
育
セ
ン
タ
ー(

旧
勤
労
者
体

育
セ
ン
タ
ー)

は
、
町
民
の
皆
さ
ん
の
ス

ポ
ー
ツ
振
興
と
健
康
増
進
に
寄
与
す
る
た

め
の
施
設
と
し
て
長
ら
く
ご
利
用
い
た
だ

い
て
お
り
ま
し
た
が
、
施
設
の
老
朽
化
や

体
育
館
部
分
が
新
耐
震
基
準
に
不
適
合
で

あ
る
こ
と
か
ら
、
利
用
者
の
安
全
を
最
優

先
し
、
令
和
3
年
度
末
を
も
ち
ま
し
て
廃

　
　

町
教
育
委
員
会
事
務
局

(

担
当･

武
田
達
也)

☎
32
‐
６
７
０
８

問

本
人
通
知
制
度(

被
害
告
知
型)

が

導
入
さ
れ
ま
し
た

　

町
で
は
、
10
月
1
日
よ
り
本
人
通
知
制

度(

被
害
告
知
型)

を
導
入
し
ま
し
た
。

　

本
人
通
知
制
度(

被
害
告
知
型)

と
は
、

第
三
者(

※)

に
よ
る
住
民
票
の
写
し
や

戸
籍
謄
本
等
の
不
正
取
得
が
明
ら
か
に

な
っ
た
場
合
に
、
本
人
に
そ
の
旨
を
通
知

す
る
制
度
で
す
。

　

こ
の
制
度
に
よ
り
戸
籍
謄
本
等
の
不
正

取
得
に
よ
る
本
人
の
権
利
ま
た
は
利
益
の

侵
害
を
防
止
す
る
と
共
に
、
不
正
取
得
の

抑
制
を
図
り
ま
す
。

　
　

町
住
民
環
境
課(

担
当･

武
田
美
和
子)

☎
32
‐
６
７
０
３

問 ※ 

第
三
者
…
そ
の
戸
籍
等
に
記
載
さ
れ
て
い
る

者
等
以
外
で
、
主
に
弁
護
士
等
の
限
ら
れ
た

資
格
者
が
、
職
権
で
戸
籍
謄
抄
本
等
を
取
り

寄
せ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
八
士
業(

弁

護
士
・
司
法
書
士
・
行
政
書
士
・
弁
理
士
・

税
理
士
・
社
会
保
険
労
務
士
・
土
地
家
屋
調

査
士
・
海
事
弁
理
士)

等
の
者

止
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

ま
た
、
廃
止
に
先
立
ち
、
貸
館
業
務
に

つ
い
て
も
同
様
の
理
由
か
ら
令
和
3
年
10

月
1
日
か
ら
利
用
を
停
止
し
て
い
ま
す
。

　

長
き
に
わ
た
り
ご
利
用
い
た
だ
き
、
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

な
び
あ
す
ホ
ー
ル
の

抗
菌･

抗
ウ
イ
ル
ス
コ
ー
テ
ィ
ン
グ
を

実
施
し
ま
し
た

　

町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
な
び
あ
す
の

ホ
ー
ル
に
お
い
て
、
抗
菌
・
抗
ウ
イ
ル
ス

コ
ー
テ
ィ
ン
グ
施
工
を
実
施
し
ま
し
た
。

　

施
工
箇
所
は
、
次
の
と
お
り
で
す
。

　

・
ホ
ー
ル
内
全
席

　

・
ホ
ー
ル
内
手
す
り

　

・
車
い
す
席
用
椅
子

　

・
親
子
鑑
賞
席

　

・
ホ
ー
ル
前
扉
取
っ
手
部
分

　
　

町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

な
び
あ
す(

担
当
・
武
長)

☎
32
‐
１
２
１
２

問

運行経路やバス停、運賃等の
詳細は、町ホームページを

ご覧ください。
▶
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▲申し込みはこちら

Mihama　Information

miniハートフルウォーク2021を開催します

※お問い合わせ先　     町健康福祉課 (担当・幸光 )　　☎ 32‐6704
　　　　　　　　　　 南西郷公民館　　　　　　　　  ☎ 32‐2654
　　　　　　　　　　 北西郷公民館　　　　　　　　  ☎ 32‐0317

税
に
関
す
る
作
品
展
が開

催
さ
れ
ま
す

　

11
月
13
日(

土)

〜
19
日(

金)

● 

期 

間

● 

会 

場

　

敦
賀
駅
交
流
施
設
オ
ル
パ
ー
ク
2
階

(

敦
賀
市
鉄
輪
町
1
‐
1
‐
19)

● 

内 

容

　

小
学
生
や
中
学
生
、
高
校
生
の
税
に
関

す
る
作
品
を
展
示
し
ま
す
。

　
　

敦
賀
税
務
署　

総
務
課☎

22
‐
９
２
６
５

問

　健康意識の向上と楽しく実践できる健康運動の普及を目的として、mini ハートフル
ウォーク2021を開催します。
　今年は、こるぱと北西郷公民館の2か所を発着とし、2日間に分けて開催します。健康づくりのきっ
かけとして、ぜひご参加ください。

　miniハートフルウォーク2021in南西郷　
～めざせ！恋の松原～

　miniハートフルウォーク2021in北西郷　
～ふでやまウォーキング～

【開催日時】　
　11月 7日 ( 日 ) 午前 9時～
　(受付▶午前8時 30分～ 9時 )

【集合場所】　
　美浜町健康楽膳拠点施設こるぱ

【コース】　
　こるぱを発着とし｢恋の松原 ｣を目指すコース
　距離▶約5.5㎞

【申込期限】　
　10月 29日まで

【申込先】　
　南西郷公民館

【開催日時】　
　11月 14日 ( 日 ) 午前 9時～
　(受付▶午前8時 30分～ 9時 )

【集合場所】　
　北西郷公民館

【コース】　
　北西郷公民館を発着とし日向湖をめぐるコース
　距離▶約6.5㎞

【申込期限】　
　11月 5日まで

【申込先】　
　北西郷公民館

参加者に
新庄大谷原の
｢焼き芋 ｣

プレゼント !!

ゴール後に
ドリンク1本
サービス !!

　国民年金第1号の被保険者は、毎月の保険料を納めていただく必要
があります。
　所得が少ない等保険料を納めることが難しい場合には｢国民年金保険
料免除・納付猶予制度｣や｢学生納付特例｣の手続きを行ってください。

　20歳から50歳未満の方で、本人や配偶者の前年所得が一定額以下の場合

には、ご本人から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納

付が猶予されます。これを若年者納付猶予制度といいます。学生の方は、学

生納付特例を申請していただきます。(猶予や学生納付特例期間は、年金の

受給資格期間に算入されますが、年金額には反映しません。)

　所得が少なく本人や世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合や失業

した場合等、国民年金保険料を納めることが経済的に困難な場合は、ご本人

から申請書を提出いただき、申請後に承認されると保険料の納付が免除にな

ります。

　免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。

年金ニュース　保険料を納めることが経済的に難しいときには

※お問い合わせ先　 日本年金機構敦賀年金事務所 ☎ 23‐9904
町住民環境課 (担当 ･石井 )　 ☎ 32‐6703

手続きをするメリット

 　保険料を免除された期間は、老後年金を受

け取る際に2分の1(税金分)を受け取れます。

(手続きをしていただけず未納となった場合、

2分の1(税金分)は受け取れません。なお、免

除が4分の3、半額、4分の1に該当した場合

は、減額された保険料を納めないと未納期間

となりますので、必ず納めてください。)

 　保険料免除や納付猶予、学生特例を受けた期

間中に、ケガや病気による障がいや死亡といっ

た不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族

年金を受け取ることができます。
※ 障害基礎年金および遺族基礎年金を受け取る
ためには一定の受給要件があります。

メリット1 メリット2

保険料納付猶予制度及び学生納付特例

保険料免除制度

き
い
ぱ
す
ク
リ
ス
マ
ス
・
サ
イ
エ
ン
ス

キ
ャ
ン
プ
を
開
催
し
ま
す

　

電
気
は
、
多
数
の
発
電
機
の
電
力
を

ミ
ッ
ク
ス
し
て
、
発
電
と
消
費
の
バ
ラ
ン
ス

を
維
持
し
な
が
ら
、
皆
さ
ん
の
も
と
に
届

け
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
仕
組
み
に
つ
い
て
、

興
味
と
関
心
を
高
め
、
ユ
ニ
ー
ク
な
実
験

動
画
を
通
し
て
探
究
を
進
め
ま
す
。

イ
ベ
ン
ト･

行
事

12
月
11
日(

土)

〜
12
日(

日)

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
12
時
15
分

● 

日
　
時

● 

講
　
師

橋
場 

隆 

氏

(

き
い
ぱ
す
館
長)

● 

費
　
用

無
料

● 

方
　
法

オ
ン
ラ
イ
ン
方
式

● 

テ
ー
マ

電
気
を
届
け
る
仕
組
み

―
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

　

主
力
電
源
化
す
る
に
は
―

　

10
月
1
日
よ
り
、
福
井
県
最
低
賃
金
が

改
正
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
は
、
福
井
県
内

で
働
く
す
べ
て
の
労
働
者
と
そ
の
使
用
者

に
適
用
さ
れ
ま
す
。

　

改
正
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お

り
で
す
。

福
井
県
最
低
賃
金
額
が

改
正
さ
れ
ま
し
た

● 

定
　
員

40
名

● 

条
　
件

ネ
ッ
ト
環
境
が
あ
り｢Z

O
O
M
｣

が
使
え

る
こ
と
。

● 

申
　
込

　

 

左
記
の
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
を
読
み
込
み
、

お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
Ｑ
Ｒ
コ
ー

ド
の
読
み
込
み
が
で
き
な
い
場
合
は
、

必
要
事
項
を
記
載
の
上
、
申
込
先
ア

ド
レ
ス
ま
で
メ
ー
ル
に
て
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

■
必
要
事
項

　

 

①
参
加
者
氏
名(

ふ
り
が
な)

　

②
学
校
名
と
学
年

　

③
住
所

　

④
電
話
番
号

■
申
込
先

町
エ
ネ
ル
ギ
ー
環
境
教
育
体
験
館

き
い
ぱ
す(

担
当
・
和
多
田)

☎
39
‐
１
１
１
６

問 ● 

対
　
象

小
学
校
5
年
生
〜

　
　
　
　
　

中
学
校
3
年
生

● 

総
　
括

淺
原 

雅
浩 

氏

(

福
井
大
学
教
授)

■
改
正
前

時
間
額
８
３
０
円

■
改
正
後

時
間
額
８
５
８
円

※ 

令
和
3
年
10
月
1
日
か
ら
適
用
さ
れ
て

い
ま
す
。

※ 

通
勤
手
当
や
家
族
手
当
、精
皆
勤
手
当
、

時
間
外
手
当
等
は
含
ま
れ
ま
せ
ん
。

　
　

福
井
労
働
局
労
働
基
準
部
賃
金
室

☎
０
７
７
６
‐
22
‐
２
６
９
１

問
　

賃
金
引
き
上
げ
に
お
悩
み
の
方
は
、

無
料
相
談
の｢

ふ
く
い
働
き
方
改
革
推

進
支
援
セ
ン
タ
ー(

０
１
２
０
‐
14
‐

４
８
６
４)｣

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

‐
賃
金
の
引
き
上
げ
を
支
援
し
ま
す
‐

税
務
署
で
の
面
接
相
談
に
は

予
約
が
必
要
で
す

　

一
般
的
な
税
務
相
談
に
つ
い
て
は
、
事

前
予
約
が
な
く
て
も
、
電
話
相
談
セ
ン

タ
ー
で
相
談
が
で
き
ま
す
が
、
税
務
署
で

の
面
接
相
談
は
、
事
前
予
約
が
必
要
と
な

り
ま
す
。

　
　

敦
賀
税
務
署　
　

  

☎
22
‐
１
０
１
０

　
　
　

(

自
動
音
声
案
内｢

1｣

電
話
相
談
セ
ン
タ
ー)

問

　

・
ア
ド
レ
ス

　
　

kiip
asu

cafe@
gm

ail.co
m

参加

無料
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美
浜
町
健
康
楽
膳
拠
点
施
設

　
　
　

こ
る
ぱ
の
催
し
を

　
　
　
　
　
　
　

お
知
ら
せ
し
ま
す

◆
ハ
ッ
ピ
ー
健
康
フ
ラ
体
験

11
月
25
日(

木)

午
後
2
時
〜
3
時

● 

日
　
時

● 

会
　
場

園
芸
Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
の
丘

◆
ア
イ
シ
ン
グ
ク
ッ
キ
ー
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

11
月
20
日(

土)

午
後
2
時
〜
3
時
30
分

● 

日
　
時

● 

会
　
場

こ
る
ぱ

● 

講
　
師

小
畑
早
綾
香
氏(

マ
カ
ヒ
キ)

● 

費
　
用

６
０
０
円

(

ク
ッ
キ
ー
2
枚
付
き)

● 

定
　
員

先
着
12
名

● 

申
　
込

こ
る
ぱ
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

● 

講
　
師

荒
木 

和
枝 

氏(

福
井
ア
ロ

　

ハ
レ
イ
フ
ラ
ス
タ
ジ
オ)

● 

費
　
用

無
料

● 

持
ち
物

タ
オ
ル
、
動
き
や
す
い
服
装

● 

申
　
込

こ
る
ぱ
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※ 

ク
ッ
キ
ー
の
追
加
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

園
芸
Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
の
丘
の
催
し
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

◆
貴
婦
人
の
香
り

　
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
の
抗
菌
ス
プ
レ
ー
＆

　
　
　
　
　
　
ハ
ン
ド
ク
リ
ー
ム
づ
く
り

　

①
11
月
13
日(

土)

　
　
　
　
　
　
　

午
前
10
時
〜
11
時
30
分

　

②
11
月
14
日(

日)

　
　
　
　
　
　
　

午
後
1
時
〜
2
時
30
分

● 

日
　
時

● 

費
　
用

１
，
０
０
０
円

問
　
　

福
井
県
園
芸
体
験
施
設

　
　
　
　
　
　
　

(

園
芸
Ｌ
Ａ
Ｂ
Ｏ
の
丘)

☎
47
‐
６
１
６
２

　

申
込
が
必
要
と
な
る
体
験
メ
ニ
ュ
ー
は
、

開
催
日
の
１
週
間
前
ま
で
に
、
Ｆ
Ａ
Ｘ(

47

‐
６
１
６
３)

ま
た
は
メ
ー
ル(engei-

ken@
pref.fukui.lg.jp)

で
お
申
し
込
み

く
だ
さ
い
。

● 

申
　
込

予
約
が
必
要
で
す
。

も
の
忘
れ
相
談
会
を
開
催
し
ま
す

11
月
16
日(

火)

午
後
7
時
〜
8
時

● 

日
　
時

● 

会
　
場

な
び
あ
す

● 

対
　
象

　

 

町
内
在
住
で
、
物
忘
れ
や
認
知
症
に
つ

い
て
不
安
の
あ
る
人
ま
た
は
そ
の
家
族

● 

定
　
員

2
名(

要
事
前
申
し
込
み)

● 

費
　
用

無
料

町
健
康
福
祉
課(

担
当･

四
ツ
谷)

☎
32
‐
６
７
０
４

問

教
室･

講
座･

説
明
会
等

○
育
児
講
座

◆
パ
パ
と
遊
ぼ
う

11
月
20
日(

土)

午
前
10
時
15
分
〜
11
時
15
分

● 

日
　
時

● 

対
　
象

町
内
在
住
の
0･

1･

2
歳

児
親
子(

保
育
園
児
も
可)

● 

会
　
場

は
あ
と
ぴ
あ

● 

内
　
容

お
父
さ
ん
向
け
に
体
を
使
っ

た
遊
び
を
教
え
て
も
ら
い
ま

す
。一
緒
に
遊
び
ま
し
ょ
う
。

● 

定
　
員

20
組

● 

申
　
込

11
月
2
日(

火)

〜

11
月
16
日(

火)

美
浜
町
子
ど
も･

子
育
て

　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
催
し
を

お
知
ら
せ
し
ま
す

募
集･

申
請
等

● 

講
　
師

林 

昇
平 

氏

(

子
育
て
マ
イ
ス
タ
ー)

Mihama　Information

◆
色
々
な
秋
野
菜
を
収
穫
し
よ
う
！

● 

費
　
用

３
０
０
円

● 

申
　
込

不
要

年
末
調
整
説
明
会
の

　
　
　
　
　
　

取
り
や
め
に
つ
い
て

敦
賀
税
務
署
法
人
課
税
部
門

☎
22
‐
９
２
６
８

問
　

令
和
3
年
度
以
降
、
税
務
署
主
催
の
年

末
調
整
説
明
会
は
実
施
し
な
い
こ
と
と
な

り
ま
し
た
。

　

年
末
調
整
に
関
す
る
各
種
情
報
は
、
国

税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
年
末
調
整
に
関
す

る
ペ
ー
ジ
を
開
設
す
る
ほ
か
、
動
画
を
掲

載
す
る
等
し
て
、
情
報
発
信
を
し
て
い
き

ま
す
の
で
、
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

11
月
13
日(

土)

午
後
2
時
〜
4
時
30
分

● 

日
　
時

● 

会
　
場

こ
る
ぱ

● 

講
　
師

白
崎 

里
香 

氏

(

リ
カ
プ
チ
ー
ノ)

● 

費
　
用

１
，
０
０
０
円

町
健
康
楽
膳
拠
点
施
設
こ
る
ぱ

☎
32
‐
２
１
５
５

問 ● 

申
　
込

こ
る
ぱ
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

● 

内
　
容

　

ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
の
採
取
、
オ
イ
ル
抽
出

も
体
験
で
き
ま
す
。
若
返
り
!?
の
ハ
ー
ブ

で
癒
し
の
ひ
と
と
き
を
！

● 

定
　
員

各
日
8
名

　

①
11
月
13
日(

土)

　

②
11
月
14
日(

日)

　
　

両
日
と
も
午
前
10
時
〜
午
後
3
時

　
　

の
間
で
随
時
開
催

● 

日
　
時

おもてなし花壇のデザインを募集します！

【テーマ】　｢地味にすごい、福井｣ おもてなし花壇

【応募方法】　 ホームページより応募用紙をダウンロード
し、必要事項を記入の上、郵送またはメー
ルでご応募ください。

※お問い合わせ先　　福井県農林水産部森づくり課　   ☎0776‐20‐0442

　県では、北陸新幹線福井・敦賀開業時期に合わせ、来県する観光客の皆さんに対し
｢花によるおもてなし｣及び｢福井県のPR｣をするため、駅周辺に花壇を設置します。
　県民の皆さんの自由な発想やアイデアをデザインに取り入れ、多くの方が花に興
味・関心をもつきっかけともなるような魅力的な花壇のデザインを募集します。

【募集期間】　令和3年10月15日(金)～11月30日(火)
　■郵送で応募する場合
　▶複数応募する場合は、同一の封筒に入れてください。
　▶送付先は下記のとおりです。
　　〒910-8580
　　(この郵便番号は宛先の住所を省略することができます)
　　福井県森づくり課　緑化推進G
　　おもてなし花壇デザイン募集　係

　■メールで応募する場合
　▶ メールの件名を｢おもてなし花壇デザイン応募｣として

ください。
　▶ 添付するファイルは、WordもしくはPDFとし、メール

1通につき5MB以内としてください。
　▶メール1通につき1作品の応募とします。
　▶送付先は下記のとおりです。
　　fl owerdesign@pref.fukui.lg.jp　

 0  5        30  火

郵送もしくはメールで応募ができます。

詳細は、募集要項を御参照ください。

募集要項、応募用紙はこちら

【最優秀賞（４点）最優秀賞（４点）】

QUO

最優秀賞（４点）最優秀賞（４点）】

カード２万円分

【【優秀賞（６点）優秀賞（６点）】【優秀賞（６点）優秀賞（６点）

QUO

優秀賞（６点）優秀賞（６点）】優秀賞（６点）

QUOQUOカード５千円分

【【その他（入賞者以外の応募【その他（入賞者以外の応募その他（入賞者以外の応募

者の中から抽選で１０名様

その他（入賞者以外の応募

者の中から抽選で１０名様者の中から抽選で１０名様】者の中から抽選で１０名様者の中から抽選で１０名様】

花とみどりのギフト券１千円分

募集期間

応募方法

最優秀賞（４点）

QUOQUOQUO

最優秀賞（４点）最優秀賞（４点）

QUOQUOカード２万円分カード２万円分カード２万円分カード２万円分

【最優秀賞（４点）最優秀賞（４点）【最優秀賞（４点）最優秀賞（４点）最優秀賞（４点）最優秀賞（４点）

 

北陸新幹線開業 駅周辺に設置する
花壇デザインを募集します！

※設置は令和６年春を予定しています。

 ttps://www.pref.fukui.lg.jp/doc/moridukurika/

福井県森づくり課  

▲募集チラシ

宿
泊
事
業
者
に
よ
る

　
　

感
染
防
止
対
策
等
支
援
事
業

補
助
金
に
つ
い
て

　

宿
泊
施
設
が
、
感
染
防
止
対
策
と
し

て
、
消
毒
液
や
ア
ク
リ
ル
板
、
サ
ー
モ
グ

ラ
フ
ィ
等
を
購
入
す
る
場
合
や
非
接
触

チ
ェ
ッ
ク
イ
ン
シ
ス
テ
ム
の
導
入
等
の
前

向
き
な
投
資
を
す
る
場
合
に
か
か
る
経
費

の
一
部
を
補
助
し
ま
す
。

● 

受
付
期
間
　

　

令
和
3
年
10
月
13
日(

水)

〜12
月
24
日(

金)

● 

補
助
上
限
額
　

　

８
０
０
万
円
／
施
設

(

大
規
模
施
設
の
場
合)

● 

補
助
率

　

感
染
対
策　

5
分
の
4

　

前
向
き
な
投
資　

4
分
の
3

ふ
く
いd

e

お
得
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

事
務
局

☎
０
７
７
６
‐
97
‐
９
５
２
７

問

【デザインの公表】　令和4年3月頃に発表予定です。

【賞品】　 最優秀賞　4名　QUOカード2万円分
　　　　　優秀賞　6名　QUOカード5,000円分
　　　　　※  入賞者以外の応募者から抽選で10名に花と
　　　　　　みどりのギフト券1,000円分を進呈

【花壇の設置】　 令和6年春に設置予定です。採用された
デザインを基に花壇の制作をする際、植
栽等の都合上、デザインを一部変更した
り、一部を草花以外の資材で再現する場
合があります。

福
井
ラ
イ
フ
ア
カ
デ
ミ
ー

　
　

ふ
る
さ
と
未
来
講
座
が

　
　
　
　
　
　
　
　

開
催
さ
れ
ま
す

◆
北
前
船
船
主
古
河
屋
嘉
太
夫
家
の
魅
力

12
月
5
日(

日)

　
　

午
後
1
時
30
分
〜
3
時

● 

日
　
時

● 

会
　
場

福
井
県
立

　

若
狭
図
書
学
習
セ
ン
タ
ー

● 

内
　
容

　

11
月
26
日
か
ら
若
狭
図
書
学
習
セ
ン

タ
ー
で
開
催
さ
れ
る
小
浜
市
制
70
周
年
特

別
展
示｢

小
浜
商
人
と
北
前
船
船
主
古
河

屋
嘉
太
夫｣

の
展
示
内
容
に
関
連
し
た
講

演
で
す
。

　

現
代
に
も
通
じ
る
小
浜
商
人
の
経
営
手

腕
や
、
海
に
開
か
れ
た
城
下
町
、
大
都
市

小
浜
の
姿
を
学
び
ま
し
ょ
う
。

● 

定
　
員

25
名

● 

申
　
込

事
前
申
し
込
み
が
必
要
で
す
。

● 

講
　
師

川
股 

寛
亨 

氏

(

小
浜
市
文
化
交
流
課
学
芸
員)

● 

費
　
用

無
料

問
　
　

福
井
県
立
若
狭
図
書
セ
ン
タ
ー

☎
０
７
７
０
‐
52
‐
２
７
０
５

町
子
ど
も･

子
育
て

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー(

担
当･

加
藤)

☎
32
‐
０
１
９
２

問 ○
さ
く
ら
ん
ぼ
ひ
ろ
ば

◆
大
谷
原
の
や
き
い
も
を
た
べ
よ
う

11
月
4
日(

木)

午
前
10
時
45
分
〜
11
時
30
分

● 

日
　
時

● 

対
　
象

在
宅
の
親
子

● 

会
　
場

子
ど
も
・
子
育
て

　
　
　

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

● 

定
　
員

定
員
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ふ

る
っ
て
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

◆
お
う
ち
で
で
き
る
ラ
テ
ア
ー
ト

※ 

生
育
状
況
に
よ
り
、
収
穫
で
き
な
い
場

合
が
あ
り
ま
す
。

● 

申
　
込

11
月
9
日(

火)

ま
で
に
お

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
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↓いちほまれを収穫したせせらぎ保育園の園児たち

あおなみ保育園 サツマイモ掘り体験

↓サツマイモ掘りをするあおなみ保育園の園児たち

　10 月 7日に、あおなみ保育園の 4歳児と5歳児に
よるサツマイモ掘り体験が行われました。
　この体験は、子どもたちが作物の生育や収穫に関わる
ことで、食育と地域との交流を図ることを目的に行われ、
当日は保護者や地域のボランティアも参加しました。
　園児たちは、我先に土を掘り起こし、たくさんのサツ
マイモを収穫していました。

　9月 24日に、せせらぎ保育園の 5歳児による稲刈
り体験が行われました。
　稲刈りを行った田んぼは、春に園児たちが自ら田植
えをしたもので、これまで散歩の時間等に稲の生育を
見守ってきました。
　園児たちは、普段食べているお米がどのように作られ
ているのかを教わりながら、稲刈りを楽しんでいました。

せせらぎ保育園 稲刈り体験

↓消火用ホースの使用方法について指導を受ける参加者たち

　10月 3日に、早瀬区自主防災会による防災訓練が
実施されました。
　訓練では、参加者らが消火栓や消火用ホースの使用
方法を学んだ後、実際に放水を行いました。
　参加者らは、訓練を通して防災等への意識を高める
と共に、有事の際には身近な人同士で助け合うことを
確認し合っていました。(関連第 25頁 )

早瀬区自主防災会 防災訓練
地域を守る。全員で

↓報告を行った美方高校ボート部の皆さん

美方高校ボート部 インターハイ報告会

　9月14日に、美方高校のボート部が町役場を訪れ、
インターハイの報告を行いました。
　報告会には、男女の舵手付きクォドルプルで優勝した
クルーと女子シングルスカルで3位となった清水空選手
が出席しました。
　戸嶋町長は｢追われる立場で相当な重圧があったと思
うが素晴らしいレースだった ｣と活躍をたたえました。

男女ともに春夏連覇！

おっきいお芋おいしそう

おいしいお米いただきます

みずうみ保育園 運動会
よ～い、ドン！

↓久々子湖沿いのごみを拾う参加者

　9月 26日に、三方五湖一斉清掃が行われました。
　この活動は、三方五湖の環境と景観の保全を目的に、
三方五湖保全対策協議会が主催したもので、町内外の団
体や企業等16団体、約130人が参加しました。
　参加者は、久々子湖等の周辺を中心に、道路や側溝に
落ちているごみを拾い集め、可燃ごみ約 290㎏、不燃
ごみ約80㎏を収集しました。

↓戸嶋町長から米寿の記念品を受け取る山口幸子さん (大藪 )

　9 月 25 日に、みずうみ保育園の運動会が開催されま
した。
　当日は、リレーや縄跳び等の種目の他に、ダンスの発
表や未満児による親子競技が行われました。
　新型コロナウイルス感染拡大の影響で、応援者数は制
限されましたが、園児たちは力いっぱい競技等に取り組
んでいました。

湖をいつまでも美しく

三方五湖一斉清掃すこやか長寿者訪問

　9月30日と10月1日に、戸嶋町長が町内の88歳(米
寿 )と99歳 (白寿 )以上の方を対象に訪問しました。
　今年、町内で米寿を迎えられる方は52人で、白寿以
上の方は9人となっています。
　米寿を迎えられた山口幸子さん宅を訪問した戸嶋町長
は ｢これからもお元気で｣と言葉をかけ、長寿を祝うと
共に、記念品を贈呈しました。

これからもお元気で！

↓園庭を走る園児たち

↑ダンスを披露する園児たち
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放 送 局

こやす か

健康 ･福祉 ･子育てに関する
情報をお知らせします。

※お問い合わせ先　町子ども･子育てサポートセンター(担当･山口) 　☎32‐0192

精神保健福祉普及運動について

※お問い合わせ先
町健康福祉課 (担当･藤木)　☎32‐6704

子どもインフルエンザ予防接種助成について
高齢者のインフルエンザ予防接種
に係る費用の一部を助成します！

　インフルエンザは、気温が下がり、空気が乾燥し始める時
期から流行します。
　予防接種の効果は、接種を受けてから抵抗力がつくまでに
約２週間かかり、その後５か月間効果が持続するといわれて
います。インフルエンザが流行する前に、なるべく早く予防
接種を受けましょう。

助成実施期間

美浜町内在住で、昭和31年12月31日までに生まれ、
接種日に満 65歳以上となる方

令和3年10月1日 (金 )～令和4年1月31日 (月 )

この期間以外に接種した方については、助成の
対象となりませんのでご注意ください。

対象者

誕生日が昭和 31 年 10 月 1 日以降の方は、
満 65歳を迎えてから通知いたします。

1,800 円 (1 人 1回 )

自己負担額

町内では下記の医療機関で予防接種が受けられます

▶浅妻内科
▶田辺整形外科医院 ( ※ )
▶さわい皮ふ科クリニック(※)

● 医療機関によって接種可能な曜日や時間が異なるため、事前

にご確認ください。

● 敦賀市や若狭町の指定医療機関でも接種が受けられます。そ

れ以外の医療機関での接種をご希望の場合は、下記までお問

い合わせください。

美浜町コミュニティバスの
無料券を発行します！

予防接種の際に、美浜町コミュニティバス

を利用される方には、無料券を発行します

ので、事前にお問い合

わせください。

▶関根クリニック
▶美浜町東部診療所
▶美浜町丹生診療所

※事前予約が必要です。

生活保護世帯の方は、自己負担額が免除
されます。

新型コロナワクチン等との間隔

新型コロナワクチン接種とは、2週間以上の間隔
を空けてください。また、その他のワクチン接種
を受けた方は、接種される医療機関にご確認くだ
さい。

予防接種時に持参するもの

①インフルエンザ予防接種券 ( ピンク色の用紙 )
※忘れると接種を受けられません。

②予防接種予診票 ( 水色の用紙 )　
※予診票は必ず事前に記入してください。

③自己負担金 (1,800 円 )
④保険証、または接種を受ける病院の診察券

▲接種券 ▲予診票

※お問い合わせ先　　町健康福祉課 (担当･北澤)　　☎32‐6704

　地域社会における精神保健及び精神障がい者の福
祉に関する理解を深め、精神障がい者の早期治療並
びにその社会復帰及び社会参加を促進します。また、
精神障がいの発生を予防し、精神的健康の保持及び
増進を図り、精神障がい者の福祉の増進や国民の精神
保健の向上を図ります。

精神保健福祉普及運動とは

心の病気にかかっていませんか

　ストレスが強すぎたり、抑うつ状態が長く続いてい
たりすると、心身のエネルギーを消耗し、自分から｢助
けて！｣と声をあげられない場合があります。
　そのため、本人の異変に周囲が気づき、早めに相談
機関や専門家へつなげることが重要です。

もしかして、うつ病かも!?

自分で感じる症状 周囲がわかる変化

□憂うつ

□気分が落ち込む

□何にも興味が持てない

□何をするにもおっくう

□よく眠れていない　等

□表情が暗く元気がない、涙もろい

□体調不良の訴えが多い

□周囲との交流を避けるようになる

□遅刻、早退、欠勤(欠席)が増加する

□落ち着きがない

□飲酒量が増える　等

早い段階で相談することが大切

　身動きがとれないほど、追いつめられ、取り返し
のつかないことになる前に、誰かに相談しましょう。

相談するメリット①　心が軽くなる
　話すだけで心が軽くなります。
共感してもらって心が落ち着く
と、気持ちも変わってきます。

相談するメリット②　自分を客観視できる
　感情的になっている、混乱している等、自分の
状況に気づくことができます。

相談するメリット③　解決法に気付ける
　相談することで自分の状況を整理できると、問
題解決の糸口を見つけやすくなります。

心が軽くなる

　町では、子育て支援事業｢すくすく美浜っ子サポート事業｣の一環として、お子さんの
インフルエンザ予防接種に係る費用の一部を助成しています。
　お子さんの感染予防対策と保護者の負担軽減のため、本年度より助成対象を満6か月
から18歳の方に拡充しました。

■助成内容
助成券を使用することで、1人1回の接種につき、
1,000円を助成

■接種回数
満6か月～13歳未満▶2回まで
13歳以上▶1回(医師が特に必要と認める場合は除く)

■助成券が使える医療機関

レイクヒルズ美方病院、美浜町東部診療所、美浜町

丹生診療所、浅妻内科、関根クリニック、さわい皮

ふ科クリニック
※ 医療機関によって接種可能な年齢や日時が違うため、事前に電
話でご確認の上、受診してください。

■対象者
平成15年4月1日～令和3年6月30日生まれで、
接種日に満6か月以上の子ども
※対象者には個別に助成券を送付します。

■その他の医療機関での予防接種

その他の医療機関で予防接種を受ける方も、別途申

請・請求することで予防接種費用の助成を受けること

ができます。申請様式は、子ども・

子育てサポートセンターまたは町

ホームページから取得できます。

■助成実施期間
令和3年10月18日(月)～令和4年1月31日(月)
※ この期間以外に接種した方については、助成の対象となり
ませんのでご注意ください。

無料
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若
狭
国
吉
城
歴
史
資
料
館
で
開
催
し
た

夏
季
企
画
展｢

水
戸
天
狗
党
と
美
浜
〜
佐

柿
で
過
ご
し
た
浪
士
た
ち
〜｣

で
は
、
佐

柿
生
ま
れ
の
尊そ
ん
の
う
じ
ょ
う
い

王
攘
夷
の
志
士
で
、
明
治

時
代
の
実
業
家
山
本
直な
お
し
げ成
に
つ
い
て
紹
介

し
ま
し
た
。

　

9
月
号
で
は
、小
浜
藩
の
准
藩
士
と
し

て
佐
柿
で
過
ご
し
た
水
戸
浪
士
が
、明
治

維
新
に
よ
り
水
戸
帰
藩
を
果
た
し
た
こ
と

を
紹
介
し
ま
し
た
が
、当
時
彼
ら
に
同
行

し
た
小
浜
藩
士
の
一
人
が
直
成
で
し
た
。

　

実
業
家
と
し
て
の
直
成
の
活
躍
は
、
明

治
時
代
以
降｢

美
浜
の
渋
沢
栄
一｣

と
呼
ぶ

に
値
す
る
も
の
で
し
た
。

　

直
成
は
、
天
保
9(

１
８
３
８)

年
9

月
18
日
、
小
浜
藩
卒
の
山
本
直
幸
の
子

と
し
て
、
佐
柿
に
生
ま
れ
ま
す
。
青
年

時
代
は
志
士
と
し
て
活
動
し
、
文
久
元

(

１
８
６
１)

年
、
24
歳
の
時
に
岩
倉
具
視

に
仕
え
、
岩
倉
の
公
武
合
体
政
策
に
力
を

尽
く
し
ま
す
。
当
時
の
岩
倉
は
過
激
な
尊

攘
論
者
か
ら
政
策
を
厳
し
く
非
難
さ
れ
、

命
を
狙
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
こ
の
時
、
直

成
が
身
を
て
い
し
て
岩
倉
を
守
っ
た
こ
と

が
評
価
さ
れ
、
明
治
２(

１
８
６
９)

年
、

直
成
は
小
浜
藩
か
ら
正
式
に
岩
倉
家
の
使

用
人
と
し
て
同
家
に
引
き
抜
か
れ
ま
す
。

以
後
、
20
年
以
上
同
家
に
仕
え
ま
し
た
。

　

初
め
は
同
家
の
会
計
を
担
当
し
て
い
ま

し
た
が
、
同
9
年
に
同
家
の
家
令
に
な
る

と
実
業
家
と
し
て
民
間
経
済
の
発
展
に
力

を
尽
く
し
ま
す
。
同
10
年
、
彼
は
秩
禄
処

分
に
よ
り
貧
困
に
陥
っ
た
華
族
の
負
債
を

調
査
す
る
と
共
に
、
岩
倉
が
主
導
し
た
第

十
五
国
立
銀
行(

後
の
十
五
銀
行
。
現
在

は
三
井
住
友
銀
行
に
合
併)
の
創
立
に
携

わ
り
ま
す
。
後
に
彼
は
、
同
行
の
常
務
取

締
役
に
出
世
し
ま
す
。

　

そ
の
他
、
日
本
鉄
道
会
社
理
事
・
日
本

郵
船
会
社
監
査
役
等
、
数
々
の
要
職
を
歴

任
し
ま
す
。
彼
は
福
井
県
で
も
活
動
し
て

お
り
、
同
28
年
に
創
立
の
小
浜
鉄
道
株
式

会
社
で
計
画
さ
れ
た
若
狭
地
方
の
鉄
道
敷

設
に
出
資
し
て
い
ま
し
た
。
同
社
は
同
30

年
に
仮
免
許
状
が
交
付
さ
れ
ま
す
が
、
資

金
不
足
に
よ
り
同
33
年
に
失
効
し
ま
す
。

　

同
30
年
、
直
成
は
岩
倉
を
支
え
た
明
治

維
新
の
功
労
者
と
し
て
従じ
ゅ
ご
い

五
位
を
授
け
ら

れ
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
彼
は
実
業
家
と
し
て
活

躍
す
る
一
方
で
、
故
郷
の
発
展
に
も
貢
献

し
て
い
ま
し
た
。
彼
は
、
佐
柿
の
日
吉
神

社
の
拝
殿
や
要
道
尋
常
小
学
校(

後
の
佐

柿
尋
常
小
学
校)

や
河
原
市
の
弥
美
尋
常

高
等
小
学
校(

後
の
耳
尋
常
高
等
小
学
校)

に
寄
付
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

直
成
は
、
同
44
年
に
実
業
家
を
引
退

し
、
晩
年
を
神
奈
川
県
酒
匂
村(

現
在
の

小
田
原
市
酒
匂)

の
別
荘
で
過
ご
し
ま

す
。
そ
し
て
、
大
正
4(

１
９
１
５)

年
7

月
10
日
、
78
歳
で
人
生
の
幕
を
閉
じ
ま

し
た
。

　

美
浜
町
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
な
び
あ
す

で
は
、
直
成
の
生
涯
を
パ
ネ
ル
や
写
真
等

で
紹
介
す
る
サ
テ
ラ
イ
ト
展
示
を
開
催
中

で
す
。
ぜ
ひ
ご
来
場
く
だ
さ
い
。

(

若
狭
国
吉
城
歴
史
資
料
館)

↑山本直成の肖像写真
　(山本直哉氏所蔵 )

9/1～9/30 受付分
(敬称略)慶弔慶弔

こたえ  ◯◯◯

①

②

③

⑤

⑥ ⑧

④

⑦

⑨

⑪

★

⑩ ★

★

⑫

⑬

⑭

⑮

⑯

－よこカギ－
② 消毒の際に有効。○○塩素酸ナトリウム。
④ 実行の日時を延ばすこと。○○○を与える。
⑥ 肩までの高さが147㎝以下の馬の総称。
⑦ 穴を掘り、地下水を汲み取れるようにしたもの。
⑨ 戦いをするために軍隊等を配置している場所。
⑩ 一年のうちで最も雨の降り続く季節。
⑫ 建物の中の細長い通路。走ってはいけない。
⑭ 神奈川県の南部に所在する市。横浜市や鎌倉市と
　 隣接している。

－たてカギ－
① こより等に番号や印を書き、誰に当たるか分から
　 ない状態にして引かせるもの。
③ 魚や野菜等の味が最も良い時期。
⑤ 会合や訪問等の約束。
⑧ 同じ数字や文字を2回かけること。
⑪ 航空写真の撮影や農薬の散布に用いられる。
⑬ 一定の地域の状態を縮小して平面に描いた図。
⑮ 2層以上ある建物等で、地表から2層目の階。
⑯ 哺乳類に属する。オスには角がある。

　締切りは、11月10日(水)（消印有効）です。
正解者の中から抽選で5人の方に記念品をお送
りします。
　メールで応募される方は、次のアドレスに送信
してください。
【メールアドレス】
kouhou-mihama@town.fukui-mihama.lg.jp
【QRコード】

●10月号の答え　金山
●応募者総数は32人で全員が正解でした。
　当選の発表は、記念品の発送をもってかえさせ
　ていただきます。

●応募方法
　★印のマスの文字を並べ替えると土地・地
区・場所の名称ができます。はがきに、答えと
住所、氏名(お便りも大歓迎！)を書いて、
｢広報みはまハートフルクイズ｣係(〒919-1192
美浜町郷市25-25）まで送ってください。

※ 氏名に旧字体や俗字等が含まれている場合は、常用漢字で

掲載しております。

　（ 1歳5ヶ月 )ちゃん

　ボクの名前はりょうが！でんぐり

返しが得意だよ。

　マイブームは絵本を読んでもら

うことやアラジンの歌を聞くこ

と、おそうじ、畑の水やりかな。あ

とは、食べることも大好きだよ。

　みんなお友達になってね～！

稜
り ょ う が

賀

中井 誠さん ･ 和佳菜さん
　　　　　　　(佐田)の長男

まちびと まちびと 

氏　名 住 所 年齢 届出人

岡 崎 義 生 丹 生 87 岡 崎 良 一

小 嶋 博 子 河原市 73 小　板　さおり

川 藤 秀 子 久々子 92 川 藤 秀 樹

◎おくやみ

◎ご誕生

氏　名 性別 父・母 住　所

吉 田 結
ゆ い

依 女 勇人・加奈 早 瀬

小 川 晏
あ ず み

澄 男 達矢・悠香 山 上

石 丸 未
み お

織 女 直樹・亜紀 山 上

松 本 陽
は る ま

真 男 晃良・真依 河原市

新 藤 想
そ あ

空 男 康介・結奈 佐 野

渡 邉 知
ち ひ ろ

広 男 拓矢・菜摘 日 向

若 松 天
て ん な

梛 女 慶一・佳織 金 山

丸 安 想
そ う せ

世 男 陽平・明日香 大 藪

早瀬区自主防災会で
　　　　　　会長を務める

＊早瀬区自主防災会ではどのような活動をしていますか。
　早瀬区自主防災会では、防災の意識を高めることや、災

害が発生した際の自助と共助の重要性を区民に周知してい

ます。

久嵜 彰　さん (早瀬)

＊今後の活動について教えてください。
　町の補助金を活用して、災害時に使用する資機材の配備

を予定しています。また、火災や災害時の避難方法等を継

続的に周知し、身近な人同士で助け合って命を守ることを

伝えていこうと思います。

美浜の渋沢栄一 !?
～山本直成の生涯～

川
﨑　

和
美
（
久
々
子
）

松
下　

幸
子
（
久
々
子
）

高
木　

勝
美
（
新　

庄
）

田
波　

耕　

（
竹　

波
）

岸
本　

和
子
（
松　

原
）

三
宅　

宏　

（
大　

藪
）

山
本　

善
昭
（
竹　

波
）

成
田　

和
夫
（
中　

寺
）

短　

歌

か
を
り
歌
会
美
浜
支
部

東
京
の
暮
ら
し
を
綴
る
友
の
文

　
　
　
　

越
し
て
ひ
と
月
慣
れ
た
だ
ろ
う
か

沢
潟
は
稲
に
負
け
じ
と
背
伸
び
し
て

　
　
　
　

白
き
花
弁
を
掲
げ
て
お
り
ぬ

猛
暑
日
の
暑
さ
和
ら
ぐ
日
暮
れ
時

　
　
　
　

蜩
の
声
夏
の
過
ぎ
行
く

夏
に
な
り｢

食
べ
た
い
も
の
は｣

と
問
わ
れ
な
ば

　
　
　
　

金
冠
瓜
の
浅
漬
け
と
言
ふ

パ
ラ
五
輪
女
子
マ
ラ
ソ
ン
に
六
十
八
歳

　
　
　
　

完
走
め
ざ
し
八
位
入
賞

残
光
に
映
る
山
並
み
黒
々
と

　
　
　
　

彩
雲
の
妙
飽
き
ず
眺
む
る

秋
た
け
て
黄
金
の
稔
に
安
堵
し
も

　
　
　
　

米
価
は
作
ら
ぬ
人
に
決
め
ら
れ

こ
の
秋
は
好
天
続
き
で
楽
楽
と

　
　
　
　

穫
り
入
れ
仕
事
無
事
に
終
わ
り
ぬ

(関連第21頁)
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■くらしのカレンダー■

●イベント　●健康診査・検診　●子ども行事　●ごみ・資源回収
●行事の予定は、10月 15日現在のものです。一部変更になる場合がありますので事前にご確認ください。
●　　　網かけの日は、役場はお休みです。 
●　　　は古紙回収日、後に続く（　）内は回収地区です。
●休日の当番医に関するお問い合わせ先　 町役場 ☎32-1111（代表）　美浜消防署 ☎32-1190

古紙

11 月の納税 [納期限 11/30（火）]※納付は口座振替が便利です。

国民健康保険税 (5期 )

(東地区)古紙

(耳地区:河原市･南市･栄区を除く)古紙

(北･南地区)古紙

(河原市･南市･栄区)古紙

令和 3 年 11 月

15（月）

16（火）

14（日）

13（土）

12（金）
11（木）

10（水）

9（火）

8（月）

7（日）

6（土）
5（金）
4（木）

3（水）

1（月）
2（火）

27（土）

26（金）
25（木）
24（水）
23（火）

21（日）

22（月）

20（土）

19（金）

18（木）
17（水）

28（日)

29（月）
30（火）

　

暑
い
日
が
続
い
て
い
ま
す
が
、朝
・
夕
は
秋
ら

し
い
気
候
に
な
っ
て
き
ま
し
た
ね
。

　

先
日
、夏
に
開
催
が
予
定
さ
れ
、延
期
と
な

っ
て
い
た
夏
フ
ェ
ス
タ
美
浜
の
花
火
を
取
材
し

ま
し
た
。昨
年
に
続
き
、出
店
等
は
今
年
も
中

止
と
な
り
ま
し
た
が
、花
火
だ
け
で
も
打
ち
上

げ
た
い
と
、実
行
委
員
会
を
は
じ
め
多
く
の

方
々
が
尽
力
さ
れ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

　

花
火
と
い
え
ば
、夏
の
イ
メ
ー
ジ
が
強
い
で

す
が
、秋
の
夜
長
に
打
ち
上
が
る
花
火
も
ま
た

違
っ
た
良
さ
を
感
じ
ま
し
た
。（
宥
）

▽
表
紙
の
写
真

　

9
月
28
日
に
、せ
せ
ら
ぎ
保
育
園
の
園
児

が
、新
庄
の
大
谷
原
で
行
っ
た
サ
ツ
マ
イ
モ
堀

り
体
験
の
様
子
で
す
。

　

自
分
た
ち
の
顔
の
大
き
さ
く
ら
い
あ
る
サ

ツ
マ
イ
モ
を
次
々
に
掘
り
出
し
、歓
声
を
あ
げ

て
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

令和3年10月1日現在 ※(　)は前月比

人口総数
    9,141人（+  4）

世帯数
  　   3,669世帯 (-   4)

人口の動き

  応援人口
           160人 (＋  3)

13:00～心配ごと相談(はあとぴあ)
13:30～｢こころの相談室｣※障がい者(児)相談
　　　　　　　　　　　　　　　　(はあとぴあ)

  文化の日
  9:00～町政功労者表彰式(なびあす)
10:00～なびあすアートフェスタ
　　　　　　　文化交流祭ステージ発表(なびあす)

 
10:00～三方五湖サイクルピクニック2021
　　　　　　　　　　　　　　　(三方五湖湖畔)
10:00～なびゲーランド(なびあす)

  8:00～ハートフル朝市(久々子水神公園広場)
  9:00～miniハートフルウォーク2021in南西郷
　　　　　　　　　　　　　　　　  　(こるぱ)
10:00～三方五湖サイクルピクニック2021
　　　　　　　　　　　　　　　(三方五湖湖畔)

 

  9:30～保育園開放(みずうみ保育園)
13:00～心配ごと相談(はあとぴあ)
13:00～司法書士法律相談(はあとぴあ)

美浜美術展(なびあす)　～20日
  9:30～保育園開放(あおなみ保育園)
10:00～ミニさくらんぼ(文化会館)

10:00～1歳児教室(はあとぴあ)

 9:30～保育園開放(せせらぎ保育園)

  9:00～新型コロナワクチン接種
　　　　　　(子ども・子育てサポートセンター)  
10:00～結婚相談(はあとぴあ)
10:00～三方五湖サイクルピクニック2021
　　　　　　　　　　　　　　　(三方五湖湖畔)

  8:00～ハートフル朝市(久々子水神公園広場)
  8:30～ごみ(可燃･生･不燃･資源)休日受入
　　　　　　　　　　   (～12:00 エコクル美方)
  9:00～miniハートフルウォーク2021in北西郷
　　　　　　　　　　　　　　　 (北西郷公民館)
10:00～三方五湖サイクルピクニック2021
　　　　　　　　　　　　　　　(三方五湖湖畔)

13:00～心配ごと相談(はあとぴあ)
13:00～弁護士法律相談(はあとぴあ)
13:30～｢こころの相談室｣※障がい者(児)相談
　　　　　　　　　　　　　　　　(はあとぴあ)

19:30～第4回町民人権講座
　　　　　 講演　｢私｣からはじめる｢私たち｣の
                                      多様性社会(なびあす)

10:00～三方五湖サイクルピクニック2021
　　　　　　　　　　　　　　　(三方五湖湖畔)

  8:00～ハートフル朝市(久々子水神公園広場)
10:00～三方五湖サイクルピクニック2021
　　　　　　　　　　　　　　　(三方五湖湖畔) 

  勤労感謝の日

13:15～1歳6か月児健診(はあとぴあ)

  8:00～総合健診[生活習慣病予防健診・肺･胃･
　　　　大腸がん検診・肝炎検査](はあとぴあ)
10:00～三方五湖サイクルピクニック2021
　　　　　　　　　　　　　　　(三方五湖湖畔)
13:00～総合健診[肺･大腸･子宮･乳がん検診]
　　　　　　　　　　　　　　　 (はあとぴあ)

  8:00～ハートフル朝市感謝セール
　　　　　　　　　　　　(久々子水神公園広場)
10:00～三方五湖サイクルピクニック2021
　　　　　　　　　　　　　　　(三方五湖湖畔)
  8:30～ごみ(可燃･生･不燃･資源)休日受入
　　　　　　　　　　   (～12:00 エコクル美方)   

13:00～心配ごと相談(はあとぴあ)

自然動態 
   出生    9人 
   死亡    4人 男 4,482人 (+  5)

女 4,659人 (-   1)

+  5

-　1社会動態 
   転入  11人 
   転出  12人 


